




＜現状と課題＞
 介護現場における生産性向上とは、介護ロボット等のテクノロジーの活用やいわゆる介護助手の活躍により、業

務の改善や効率化等を進めることによって、職員の業務負担の軽減を図るとともに、業務の改善や効率化により生
み出した時間を直接的な介護ケアの業務に充て、利用者と職員が接する時間を増やすなど、介護サービスの質の向
上にも繋げていくことなどを考えている。

 前回の令和３年度介護報酬改定では、主に以下を実施した。
① 見守り機器等を導入した場合の夜勤職員配置加算等の見直し
② 見守り機器を導入した場合の夜間における人員配置基準の緩和
③ テクノロジーの活用によるサービスの質の向上や業務効率化の推進

 令和３年度介護報酬改定に関する審議報告において、「テクノロジーを活用した場合の人員基準の緩和等につい
て、利用者の安全確保やケアの質、職員の負担、人材の有効活用の観点から、実際にケアの質や職員の負担にどの
ような影響があったのか等、施行後の状況を把握・検証するとともに、実証データの収集に努めながら、必要な対
応や、介護サービスの質や職員の負担に配慮しつつ、更なる介護現場の生産性向上の方策について、検討していく
べき」とされたところ。

 また、「規制改革実施計画」（令和４年６月７日閣議決定）において、先進的な取組を行うなど一定の要件を満
たす高齢者施設における人員配置基準の特例的な柔軟化の可否については、先進的な特定施設（介護付き有料老人
ホーム）等において実証事業を行い、社会保障審議会介護給付費分科会へ意見を聴き、論点を整理するなど、所要
の検討を行い、令和５年度中に結論を得て、速やかに必要な措置を講ずることとされたところ。

 審議報告を踏まえ、テクノロジーを活用した場合の人員基準の緩和等の影響や改定後の状況の把握・検証を行う
ため、介護現場でのテクノロジー活用に関する調査研究事業を行ったところ、見守り支援機器の活用による職員の
負担軽減やケアの質の向上への効果、体制整備による職場環境の改善等が確認される一方、介護ロボットの導入割
合は見守り支援機器で30％（入居・泊まり・居住系）、入浴支援で11.1％（入居・泊まり・居住系）、介護業務支
援機器で10.2％（入居・泊まり・居住系）等であり、介護ロボット等のテクノロジーの導入は、事業所全体に幅広
く普及しているとはいえない状況であった。

介護現場における生産性向上の推進の現状と課題
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＜現状と課題＞
 このような中で、令和３年度以降に介護ロボット等による生産性向上の取組に関する効果測定事業（以下、効果測
定事業という）を行い、「見守り機器等を活用した夜間見守り」、「見守り機器以外の介護ロボットの活用」、「い
わゆる介護助手の活用」、先進的な取組を行う施設における実証を含めた「介護事業所からの提案手法」に関する実
証を行ったところ、
・ 見守り機器の導入割合に応じた「直接介護」と「巡回・移動」の合計時間の削減や、適時的な利用者へのケア
の提供による、ケアの質の確保

・ 介護現場の課題やニーズに合わせた介護ロボットの活用による適切なタイミングでの利用者へのケアの提供や、
介護職員の負担軽減

・ テクノロジーの活用及びいわゆる介護助手が間接業務を担うことによる介護職員の業務時間の削減とケアの質
向上に資する時間の増加

等の結果が確認された。

 令和５年度の効果測定事業においても、令和４年度に実証した提案手法の更なる検証を含め、エビデンスの収集・
蓄積を継続して行っている。

 また、現在、介護助手等を導入（雇用）している介護施設・事業所は全体の約51％と介護助手等の活用は進んで
きており、女性や60歳以上の方などが介護助手等として活躍されていた。

介護現場における生産性向上の推進の現状と課題及び論点
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＜論点＞
 今後、介護サービスの需要が更に高まる一方、生産年齢人口が急激に減少していくことが見込まれ、介護人材の確
保は喫緊の課題となっている。
こうした状況を踏まえ、

・ 利用者のQOLや安全等の確保を図りつつ、介護職員の業務負担軽減や介護サービスの質の向上を図り、
・ 多様な人材がやりがいをもって働くことができる介護現場となるように、
更なるテクノロジーの活用やいわゆる介護助手の活躍を推進するに当たって、どのような方策が考えられるか。
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令和4年度実証事業の結果に関する各種意見
（社会保障審議会介護給付費分科会 令和５年４月27日）

（先進的な取組に関する実証について）
○ 実証を開始する時点（テクノロジーの導入等先進的な取組を実施する以前の時点）における、利用者の要介護度や

認知機能等の状態や、職員の就業年数等サービス提供体制の整備状況等について、十分に勘案するべきではないか。
○ テクノロジーの導入等の取組が、サービスの質の維持・向上や、介護現場における業務負担の軽減に十分につなが

るものであるか、しっかりと分析すべきではないか。
○ いわゆる介護助手（当該実証においては、Ｑライン（クオリティライン）と呼称）について、介護職員の業務とど

のように切り分け、どのように定義し、介護報酬改定においてどのように取扱うかの議論も進めるべきではないか。
○ 特定施設における実証の結果であることや、３：１より少ない人員の配置で介護が可能であるという実証結果が、

いわゆる介護助手を含まない、直接介護のみに携わる介護職員のみの数字であることなどを踏まえ、人員配置基準の
特例的な柔軟化においては、一定の要件を検討する必要があるのではないか。

○ 施設規模等による傾向の違いや、平均した数値と個々の施設ごとの数値の差に考慮して、十分な分析を行うべきで
はないか。

（実証の進め方について）
○ 透明性、普遍性、公平性に基づいた実証を行うために、プロトコルの作成等に留意して実証を進めるべきではない

か。
○ テクノロジーの活用やそれに紐付くプライバシーに配慮した取組について、利用者やご家族に十分にご理解をいた

だく方法で実証を進めるべきではないか。
○ 実証を行う施設数を十分に確保するとともに、実証に関わる施設等に偏りのないように実証を行うべきではないか。

（今後の生産性向上の推進について）
○ エビデンス、データをしっかり積み上げながら、今後の報酬改定に向けた論議につなげるとともに、一律の導入を

進めるのではなく、まず焦点を絞って、積極的な導入を図るためのインセンティブ、補助金の在り方の検討が必要で
はないか。

○ 経営基盤が脆弱な小規模事業者では介護ロボット・ICTの導入が進んでいないことから、全ての事業者で導入が進
むよう、導入した事業所については、介護報酬においてその取組を評価することで、さらなる導入を勧奨すべきでは
ないか。

○ ICT機器に関して、導入支援だけではなく、その後のランニングコストのサポートが必要ではないか。 12

社保審－介護給付費分科会

第223回（R5.9.8） 資料3


